
 

ヒアリング項目（案） 

 

 

【障害者雇用の質について】 

⑴ 障害者の雇用者数は堅調に増加しているが、雇用者数のみならず、障害者

の雇用の質についても、その向上を図ることが求められている。 

前回の法改正（※）においても、厚生労働省労働政策審議会障害者雇用

分科会等の意見を踏まえ、事業主の責務として職業能力の開発及び向上に

関する措置が追加される等、これまでも一定の措置が講じられているが、

更なる雇用の質の向上に向けて、どのような対応が求められるか。 

※ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する

法律（令和４年法律第 104号）による障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35

年法律第 123号）の改正 

 

【障害者雇用率制度等の在り方について】 

⑵ 障害者雇用率制度等について、合理的配慮等の障害者雇用の促進のため

の施策と併せて、どのようにあるべきと考えるか。特に、労働政策審議会

障害者雇用分科会等においては、以下の論点について、引き続き検討とさ

れているが、どのように考えるか。 

① 手帳を所持していない難病患者や、精神・発達障害者の位置づけについ

て 

② 就労継続支援Ａ型事業所やその利用者の位置づけについて  

③  精神障害者において雇用率制度における「重度」区分を設けることにつ

いて 

④ 障害者雇用納付金の納付義務の適用範囲を、常用労働者数が 100 人以下

の事業主へ拡大することについて 

 

【その他】 

⑶ その他、障害者雇用を更に促進するため、どのような課題や対応が求め

られると考えるか。 
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